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（
資
格
者
証
の
訂
正
）

第
四
十
八
条
の
七

資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
は
、
氏
名
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
第
三
号
様
式
に
よ

る
運
行
管
理
者
資
格
者
証
訂
正
申
請
書
に
当
該
資
格
者
証
及
び
住
民
票
の
写
し
又
は
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
あ
つ

て
変
更
の
事
実
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
し
て
そ
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
に
提
出
し
、
資
格
者
証

の
訂
正
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
資
格
者
証
の
訂
正
に
代
え
て
、
資
格
者
証
の
再
交

付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
資
格
者
証
の
再
交
付
）

第
四
十
八
条
の
八

資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
資
格
者
証
の
再
交
付
の

申
請
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
又
は
交
付
を
受
け
た
資
格
者
証
を
汚
し
、
損
じ
、
若
し
く
は
失
つ
た
た
め
に
資
格
者

証
の
再
交
付
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
二
号
様
式
に
よ
る
運
行
管
理
者
資
格
者
証
再
交
付
申
請
書
に

既
に
交
付
を
受
け
て
い
る
資
格
者
証
（
資
格
者
証
を
失
つ
た
場
合
を
除
く
。）及
び
住
民
票
の
写
し
又
は
こ
れ
に
類

す
る
も
の
で
あ
つ
て
変
更
の
事
実
を
証
明
す
る
書
類
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
資
格
者
証
の
再
交
付
の
申
請

を
す
る
場
合
に
限
る
。）を
添
付
し
て
、そ
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
資
格
者
証
の
返
納
）

第
四
十
八
条
の
九

資
格
者
証
を
失
つ
た
た
め
に
前
条
の
規
定
に
よ
り
資
格
者
証
の
再
交
付
を
受
け
た
者
は
、
失
つ

た
資
格
者
証
を
発
見
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
発
見
し
た
資
格
者
証
を
そ
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局

長
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
が
死
亡
し
、
又
は
失
踪
宣
告
を
受
け
た
と
き
は
、
戸
籍
法
（
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
に
よ
る
死
亡
又
は
失
踪
宣
告
の
届
出
義
務
者
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
資
格
者
証
を
そ

の
住
所
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
節

運
行
管
理
者
試
験

（
試
験
方
法
）

第
四
十
八
条
の
十

試
験
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
筆
記
の
方
法
で
行
う
。

一

次
に
掲
げ
る
法
令
に
つ
い
て
の
専
門
的
知
識

イ

道
路
運
送
法

ロ

道
路
運
送
車
両
法

ハ

道
路
交
通
法

ニ

労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）

ホ

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
法
律
に
基
づ
く
命
令

二

そ
の
他
運
行
管
理
者
の
業
務
に
関
し
必
要
な
実
務
上
の
知
識
及
び
能
力

（
試
験
の
施
行
）

第
四
十
八
条
の
十
一

試
験
は
、
毎
年
少
な
く
と
も
一
回
行
う
。

２

国
土
交
通
大
臣
（
指
定
試
験
機
関
が
試
験
事
務
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
指
定
試
験
機
関
。
第
四
十
八
条
の

十
四
に
お
い
て
同
じ
。）は
、
試
験
の
期
日
、
場
所
そ
の
他
試
験
に
関
し
必
要
な
事
項
を
公
示
す
る
。

（
受
験
資
格
）

第
四
十
八
条
の
十
二

試
験
は
、
試
験
の
日
の
前
日
に
お
い
て
自
動
車
運
送
事
業
（
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
平

成
元
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
貨
物
軽
自
動
車
運
送
事
業
を
除
く
。）の
用
に
供
す
る
事

業
用
自
動
車
又
は
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
第
三
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
第
二
種
利
用
運
送
事
業
者
の

事
業
用
自
動
車
の
運
行
の
管
理
に
関
し
一
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
、
受
け
る
こ
と
が
で

き
な
い
。

２

前
項
に
規
定
す
る
経
験
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
認
定
す
る
講
習
を
終
了
す
る
こ
と
を
も
つ
て
代
え
る
こ
と
が
で

き
る
。

３

第
四
十
八
条
の
四
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
認
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
受
験
の
申
請
）

第
四
十
八
条
の
十
三

試
験
（
指
定
試
験
機
関
が
行
う
も
の
を
除
く
。）を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
四
号
様
式
に

よ
る
運
行
管
理
者
試
験
受
験
申
請
書
に
前
条
に
規
定
す
る
受
験
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
を
添

付
し
て
、
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

指
定
試
験
機
関
が
行
う
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
指
定
試
験
機
関
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
運

行
管
理
者
試
験
受
験
申
請
書
を
当
該
指
定
試
験
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
試
験
結
果
の
通
知
）

第
四
十
八
条
の
十
四

国
土
交
通
大
臣
は
、
受
験
者
に
、
そ
の
試
験
の
結
果
を
遅
滞
な
く
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
四
十
九
条
第
三
項
、
第
五
十
条
第
二
項
及
び
第
五
十
一
条
中
「
、
特
定
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
及
び
無
償
旅

客
自
動
車
運
送
事
業
者
」
を
「
及
び
特
定
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
」
に
改
め
る
。

第
六
章
を
第
七
章
と
す
る
。

第
五
十
四
条
第
一
項
の
表
三
の
項
の
上
欄
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
三
条
第
三
項
」
に
改
め
、「
選

任
し
」
の
下
に
「
、
又
は
解
任
し
」
を
加
え
、
同
項
の
中
欄
中
「
選
任
」
の
下
に
「
又
は
解
任
」
を
加
え
、「
第
三
十

一
条
第
一
項
各
号
の
要
件
の
う
ち
運
行
管
理
者
が
該
当
す
る
も
の
」
を
「
資
格
者
証
の
番
号
及
び
交
付
年
月
日
」に
、

「
運
行
管
理
者
」
を
「
選
任
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
運
行
管
理
者
」
に
改
め
、
同
表
四
の
項
の
上
欄
中
「
第
四
号
」

を
「
前
号
」
に
改
め
、
同
表
六
の
項
の
上
覧
中
「
第
八
号
」
を
「
前
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
十
八
条
と
す
る
。

第
七
章
中
第
六
十
八
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
手
数
料
）

第
六
十
七
条

法
第
九
十
五
条
の
二
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

六
千
円

二

資
格
者
証
の
交
付
又
は
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

二
百
九
十
円

第
五
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
六
章

指
定
試
験
機
関

（
指
定
の
申
請
）

第
五
十
四
条

法
第
四
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
試
験
機
関
の
指
定
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
指
定
試
験
機
関
指
定
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

二

試
験
事
務
を
行
お
う
と
す
る
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三

前
号
の
事
務
所
ご
と
の
試
験
員
の
数

四

試
験
事
務
の
開
始
の
予
定
日

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記
簿
の
謄
本

二

申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
に
お
け
る
財
産
目
録
及
び
貸
借
対
照
表
。
た
だ
し
、
申
請
の

日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
設
立
さ
れ
た
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
設
立
時
に
お
け
る
財
産
目
録
と
す
る
。

三

申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
に
お
け
る
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書

四

役
員
の
名
簿
及
び
履
歴
書

五

指
定
の
申
請
に
関
す
る
意
思
の
決
定
を
証
す
る
書
類

六

組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

七

試
験
事
務
を
行
お
う
と
す
る
事
務
所
ご
と
に
試
験
用
設
備
の
概
要
及
び
整
備
計
画
を
記
載
し
た
書
類

八

試
験
事
務
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
計
画
を
記
載
し
た
書
類

九

試
験
員
の
選
任
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

十

現
に
行
つ
て
い
る
業
務
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

十
一

役
員
の
う
ち
に
法
第
四
十
五
条
第
二
項
第
四
号
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
者
が
い
な
い
こ
と
を
信
じ
さ
せ
る

に
足
る
書
類

十
二

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

（
指
定
試
験
機
関
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出
）

第
五
十
五
条

指
定
試
験
機
関
は
、
法
第
四
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
指
定
試
験
機
関
名
称
等
変
更
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

変
更
後
の
名
称
若
し
く
は
住
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地

二

変
更
の
予
定
日

š�


